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１ 令和３年度介護報酬改定に伴う介護保険サービスの人員、設備 
  及び運営基準の一部の義務化について 
 
令和３年度介護報酬改定に伴い変更された、介護保険サービスの人員、設備

及び運営基準の内容において、経過措置期間（令和６年３月31日まで）が設け

られていた項目が、令和６年４月１日より義務化されます。 

次の事項について、各事業所において令和５年度中に対応する必要があるた

め、留意をお願いします。 

令和６年４月１日から義務化される指定基準 

（ 各事業所共通） 

①  虐待の発生またはその再発を防止するための措置等 

運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を記載しなければなら

ない。 

虐待の発生又は再発を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する 

２） 上記委員会の結果を従業者に周知徹底する 

３） 虐待防止のための指針を整備する 

４） 従業者等に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する 

５） 虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置する 

 

②  衛生管理等（感染症の予防及びまん延防止のための措置） 

事業者において、感染症が発生し、またはまん延しないよう、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

１） 感染症（及び食中毒）の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会を開催する 

２） 上記委員会の結果を従業者に周知徹底する 

３） 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する 

４） 従業者等に対する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を

定期的に実施する 

 

③  業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等 

感染症や非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画 

策定について、必要な措置を講じなければならない。 

１） 業務継続計画を策定する 

２） 業務継続計画の周知並びに必要な研修及び訓練を定期的に実施する 

３） 定期的な業務継続計画の見直しの実施と、必要に応じた業務継続計画の変



更を行う 

≪参考≫厚生労働省ホームページ（業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する

研修）ＵＲＬ：

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureish

a/douga_00002.html 

 

④  認知症介護に係る研修の受講 

従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措 

置を講じる。 
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２ 令和４年度実地指導における主な指摘事項について 

令和４年度において実地指導を行った結果、次のような事例がありまし 

たので、各事業所におかれましては留意をお願いします。 

 

１．文書指導（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応 

      型共同生活介護、居宅介護支援事業所） 

① 2021 年の介護報酬改定に伴い「虐待の防止のための措置に関する事項」

が重要事項に関する規定として定めることが義務付けられているため、

早急に対応するとともに、虐待防止のための対策を検討する委員会を

定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底すること。併せ

て事業所における虐待防止のための指針を整備し、担当者を決めて従

業者に対して虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

② 栄養マネジメント強化加算の記録は利用者ごと内容を常に確認できる

ように記録を保存するよう改善すること。 

③ 「感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をお

おむね６月に１回開催するとともに、その結果について、介護支援専

門員に周知徹底を図ること」及び「介護支援専門員に対し、感染症の

予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ

と。」に係る記録が確認できなかったため、実施の都度その記録を保存

するよう改善すること。 

 

２．その他 

① 業務継続計画の作成が義務化されるのは、令和６年度からですが奥州

保健所管内で新型コロナウイルス感染症の新規感染者が毎日確認され

ている状況に鑑み早急に作成のうえ対応されるよう検討すること。 

② 文書の保存年限が２年となっているが、町条例上は５年となっている

ので対応すること。 

③ 適正に消防訓練をされているが、通報訓練及び救助訓練も実施される

よう検討すること。 

④ 重要事項説明書の掲示は介護予防についても掲示すること。 

⑤ 利用者等との会議記録等について、続柄だけでなく氏名も確認できる

よう記録すること。 

 

 

 



３ 事故報告及び報告様式について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サービス種別ごとの傾向】 
     

短期入所生活介護において離設が１件発生した。 
     

介護老人福祉施設での事故が多く、事故総数 3 件のうち２件が骨折による事故となっている 

 

【事故種別ごとの傾向】 

転倒起因事故が３件、誤嚥窒息事故が１件、接触打撲が１件発生している。 

転倒による骨折が３件で、事故総数の５０％を占めている。 
 

 
【その他】 

切傷

擦過傷

打撲

捻挫

脱臼

骨折 その他
切傷

擦過傷

打撲

捻挫

脱臼

骨折 その他 誤薬
与薬も

れ
重複

（介護予防）短期入所生活介護

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

介護老人福祉施設 2 1

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1

介護老人保健施設

（介護予防）小規模多機能型居宅介護

有料・サ高住

通所型サービス

訪問型サービス

合計 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

チューブ

抜去

自己

抜管
裂傷 打撲 骨折 打撲 裂傷

事業者

登録失

念

集団

感染

自傷

行為

介助

事故
火傷

（介護予防）短期入所生活介護 1 0

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 1 0

介護老人福祉施設 3

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1

介護老人保健施設 0

（介護予防）小規模多機能型居宅介護 0

有料・サ高住 0

通所型サービス 0

訪問型サービス 0

合計 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

令和４年度　介護保険施設における事故報告

その他

合計サービス種別

服薬

医療処置関連 接触

離設
交通事

故

原因不明

サービス種別 死亡

転倒 転落

誤嚥

窒息
異食



令和３年度と比較し令和４年度の事故総数が減少した。（令和３年度１１件、令和４
年度６件） 
事故発生後、ほぼ遅滞なく報告書が提出されていた。 
 



 



 

　事故報告書　（事業者→金ケ崎町）

※第１報は、少なくとも1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること

※選択肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること

☐ 第1報 ☐  第 報 ☐ 最終報告 提出日：西暦　　年　　月　　日

事故状況の程度 ☐ ☐ 入院 ☐ 死亡 ☐ その他（ ）

死亡に至った場合

死亡年月日
西暦 年 月 日

法人名

事業所（施設）名 事業所番号

サービス種別

氏名・年齢・性別 氏名 年齢 性別： ☐ 男性 ☐ 女性

サービス提供開始日 西暦 年 月 日 保険者

住所 ☐ 事業所所在地と同じ ☐ その他（

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 自立

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M

発生日時 西暦 年 月 日 時 分頃（24時間表記）

☐ 居室（個室） ☐ 居室（多床室） ☐ トイレ ☐ 廊下

☐ 食堂等共用部 ☐ 浴室・脱衣室 ☐ 機能訓練室 ☐ 施設敷地内の建物外

☐ 敷地外 ☐

☐ 転倒 ☐ 異食 ☐ 不明

☐ 転落 ☐ 誤薬、与薬もれ等 ☐ その他（ ）

☐ 誤嚥・窒息 ☐ 医療処置関連（チューブ抜去等）

発生時状況、事故内容

の詳細

その他

特記すべき事項

発生時の対応

受診方法 ☐

施設内の医

師

(配置医含

☐

受診

(外来･往

診)

☐ 救急搬送 ☐ その他（ ）

受診先

診断名

☐ 切傷・擦過傷 ☐ 打撲・捻挫・脱臼 ☐ 骨折(部位：　　　　　　　　　　　　　　　　　)

☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

検査、処置等の概要

5

事

故

発

生

時

の

対

応

医療機関名 連絡先（電話番号）

診断内容

4

事

故

の

概

要

発生場所

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

事故の種別

3

対

象

者

）

身体状況

要介護度

認知症高齢者

日常生活自立度

1事故

状況

受診(外来･往診)、自施設で応急

処置

2

事

業

所

の

概

要 所在地



 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者の状況

☐ 配偶者 ☐ 子、子の配偶者 ☐ その他（ ）

西暦 年 月 日

☐ 他の自治体 ☐ 警察 ☐ その他

自治体名（ ） 警察署名（ ） 名称（ ）

本人、家族、関係先等

への追加対応予定

9 その他

特記すべき事項

7 事故の原因分析

（本人要因、職員要因、環境要因の分

析）

（できるだけ具体的に記載すること）

8 再発防止策

（手順変更、環境変更、その他の対

応、

再発防止策の評価時期および結果等）

（できるだけ具体的に記載すること）

6

事

故

発

生

後

の

状

況

家族等への報告

報告した家族等の

続柄

報告年月日

連絡した関係機関

(連絡した場合のみ)



４各種届出等における留意事項について 

〇地域密着型サービス 

・届出の期限は、変更日から１０日以内となっています。 

【根拠法令】 

 ・介護保険法第 78条の 5及び 115条の 15  

・施行規則第 131条の 13第１項及び第 140条の 30第１項 

・金ケ崎町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業 

所の指定等に関する規則第３条 

【届出事項及び提出書類】 

 届出事項 添付書類 備考 

１ 事業所・施設の名称 ・変更届出書 

・運営規定 

※事業所名が定款等で定められている場合

は、定款等変更の手続きが必要です。 

※別の所在地にある事業所と同一名称を使

用することはできません。 

２ 事業所・施設の所在

地 

・変更届出書 

・運営規定 

・事業所の平面図 

・申請者（法人）所有の事業所でな

い場合は、賃貸借契約書等の写し 

 

※事業所名が定款等で定められている場合

は、定款等変更の手続きが必要です。 

３ 申請者の名称 ・変更届出書 

・履歴事項全部証明書等 

・変更後の定款又は寄付行為等の写

し（定款等の内容が変更された場合） 

※吸収合併、事業譲渡等により事業所の運

営法人が別法人へと変更となる場合は、旧

事業所の廃止届と新事業所の新規申請が必

要です。 

４ 主たる事務所の所

在地 

・変更届出書 

・履歴事項全部証明書等 

・変更後の定款又は寄付行為等の写

し（定款等の内容が変更された場合） 

 

※吸収合併、事業譲渡等により事業所の運

営法人が別法人へと変更となる場合は、旧

事業所の廃止届と新事業所の新規申請が必

要です。 

５ 代表者の氏名、住所

及び職名 

・変更届出書 

・役員名簿 

※新しく代表者になった方の押印が

必要 

・誓約書（介護、介護予防の各サー

※代表者の住所等の変更があった場合も届

出が必要になります。この場合、誓約書の

添付は必要ありません。 



ビスごとに必要） 

６ 登記事項証明書又

は条例等（当該事業

に関するものに限

る） 

・変更届出書 

・履歴事項全部証明書等 

・変更後の定款又は寄付行為等の写

し 

 

７ 事業所・施設の建物

の構造、専用区画 

・変更届出書 

・平面図（変更前、変更後） 

・居室面積一覧表（変更前・変更後） 

 

８ 事業所・施設管理者

の氏名及び住所 

・変更届出書 

・経歴書 

・資格証の写し 

・従業者の勤務体制及び勤務形態一

覧表（管理者分のみ） 

・組織体制図（他の業務と兼務する

場合のみ） 

・誓約書（介護サービス、介護予防

サービス） 

※婚姻等による氏名変更、又は引っ越し・

居住表示の変更等のみの場合、経歴書、勤

務形態一覧表、組織体制図、誓約書の提出

は必要ありません 

９ 運営規定 ・変更届出書 

・運営規定（変更前、変更後） 

※変更届に、運営規定の「変更前」・「変更

後」の内容を記載するか、変更前、変更後

の運営規定を添付し、該当部分に下線をつ

けてください。 

10 協力医療機関（病

院）・協力歯科医療

機関 

・変更届出書 

・協力医療機関との契約書の写し 

・当該医療機関の概要（開設者名、

病院名、所在地、診療科等がわかる

もので、パンフレットでも可） 

※減少のみの場合は、変更届出書のみ提出

してください。 

11 介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、

病院等との連携・支

援体制 

・変更届出書 

・介護老人福祉施設、病院等との連

携体制及び支援体制の変更部分に係

る書類 

※事業所の新規申請時に介護老人福祉施

設・介護老人保健施設・病院等との連携体

制及び支援の体制の概要を提出頂いており

ますので、変更前及び変更後の概要を提出

ください。 

※なお、医療機関の名称等が変更される場



合には協力医療機関（協力歯科医療機関）

の名称及び診療科名並びに当該医療機関

（歯科医療機関）との契約内容の変更も届

け出てください。 

 

12 本体施設、本体施設

との移動経路等 

・変更届出書 

・平面図（変更前、変更後） 

・変更する移動経路の変更事項に関

する書類 

 

13 併設施設の状況等 ・変更届出書 

・併設する施設の変更事項に関する

書類 

 

※ 上記添付書類は変更届出書を提出される際に原則として必要なものを記してあります。 

上記以外に変更事項に則して添付書類が必要となる場合は、適宜ご提出をお願いすることが

あります。 

※ 変更届出様式（指定申請含む）は、町ホームページに掲載しております。（トップページ 

⇒ ライフイベント（高齢者・介護） ⇒ 介護保険サービス事業所に係る申請様式等につ

いて） 

 

〇指定居宅介護支援事業所 

・届出の期限は、変更日から１０日以内となっています。 

【根拠法令】 

・介護保険法第 82条第１項 施行規則 133条第１項 

 ・金ケ崎町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則第３条 

 届出事項 添付書類 備考 

１ 事業所の名称 ・変更届出書 

・運営規定 

※事業所名が定款等で定められている場合

は、定款等変更の手続きが必要です。※別

の所在地にある事業所と同一名称を使用す

ることはできません。 

２ 事業所の所在地 ・変更届出書 

・運営規定 

・事業所の平面図 

・申請者（法人）所有の事業所でな

い場合は、賃貸借契約書等の写し 

※事業所名が定款等で定められている場合

は、定款等変更の手続きが必要です。 



３ 主たる事務所の所

在地 

・変更届出書 

・履歴事項全部証明書等 

・変更後の定款又は寄付行為等の写

し（定款等の内容が変更された場合） 

※吸収合併、事業譲渡等により事業所の運

営法人が別法人へと変更となる場合は、旧

事業所の廃止届と新事業所の新規申請が必

要です。 

４ 代表者の氏名、生年

月日及び住所 

・変更届出書 

・役員名簿 

※新しく代表者になった方の押印が

必要 

・誓約書（介護、介護予防の各サー

ビスごとに必要） 

※代表者の住所等の変更があった場合も届

出が必要になります。この場合、誓約書の

添付は必要ありません。 

５ 登記事項証明書又

は条例等（当該事業

に関するものに限

る） 

・変更届出書 

・履歴事項全部証明書等 

・変更後の定款又は寄付行為等の写

し 

 

６ 事業所の平面図 ・変更届出書 

・平面図（変更前、変更後） 

 

７ 事業所の管理者の

氏名、生年月日、住

所 

・変更届出書 

・経歴書 

・資格証の写し 

・従業者の勤務体制及び勤務形態一

覧表（管理者分のみ） 

・組織体制図（他の業務と兼務する

場合のみ） 

・誓約書（介護サービス、介護予防

サービス） 

※婚姻等による氏名変更、又は引っ越し・

居住表示の変更等のみの場合、経歴書、勤

務形態一覧表、組織体制図、誓約書の提出

は必要ありません 

８ 運営規定 ・変更届出書 

・運営規定 

※変更届に、運営規定の「変更前」・「変更

後」の内容を記載するか、変更前、変更後

の運営規定を添付し、該当部分に下線をつ

けてください。 

９ 介護支援専門員の

氏名及びその登録

番号 

・変更届出書 

・当該事業所に勤務する介護支援専

門員一覧 

・介護支援専門員証の写し又は介護

支援専門員登録証明書の写し 

※転出・退職の場合も届出書が必要です。 



・従業者の勤務の体制及び勤務形態

一覧表 

 

※ 上記添付書類は変更届出書を提出される際に原則として必要なものを記してあります。 

上記以外に変更事項に則して添付書類が必要となる場合は、適宜ご提出をお願いすることが

あります。 

※ 変更届出様式（指定申請含む）は、町ホームページに掲載しております。（トップページ 

⇒ ライフイベント（高齢者・介護） ⇒ 介護保険サービス事業所に係る申請様式等につ

いて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 電子申請・届出システム開始時期について 

概要 

「電子申請・届出システム」は、介護分野の文書に係る負担軽減の実現を目

的に、令和７年度までに、すべての指定権者において利用開始となります。 

 当町においては、令和６年度上半期から運用開始する予定です。 

当面の間は、従来どおり紙での申請を受付いたします。 

詳細については、本格運用開始前にお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 介護サービス情報の公表について 



 


